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慶
慮
義
塾
大
學

　
　
　
　
　
法
學
研
究
會
規
則

第
一
條
木
会
は
慶
憲
義
塾
大
攣
法
学
研
究
会
と
称
す
ろ
。

第
二
條
本
会
は
法
律
学
、
政
治
学
そ
の
他
こ
れ
に
関
蓮
す
る
学

　
術
の
研
究
を
目
的
と
す
る
。
『

第
三
條
　
本
会
は
次
の
会
員
で
組
織
す
る
。

　
一
、
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
に
所
属
す
る
教
授
．
。
助
教
授
、
專

　
　
任
講
師
、
助
手
及
び
副
手
。

　
二
、
法
学
部
関
係
科
目
を
專
攻
す
ろ
大
学
院
学
生
。

　
三
、
法
学
部
学
生
（
及
び
通
信
教
育
法
学
部
学
生
中
の
希
望

　
　
者
）
。

　
四
、
評
議
員
会
⑫
承
認
を
得
て
入
会
し
た
者
。

第
四
條
　
本
会
に
左
の
役
員
を
置
く
。

　
一
、
会
　
長
　
　
　
一
名

　
二
、
評
議
員
　
　
　
若
干
名

　
三
、
評
議
員
会
幹
事
　
一
名

　
四
、
雑
誌
委
員
　
　
若
干
名

　
五
、
会
計
委
員
（
雑
誌
委
員
の
一
人
が
粟
任
す
る
）

　
　
会
長
は
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
長
こ
れ
に
当
り
、
評
議
員
は

　
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
、
助
教
授
、
專
任
講
師
を
も
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
怖

一
＝
ハ
O

組
織
す
る
。

　
　
評
議
員
会
幹
事
、
雑
誌
委
員
、
及
び
会
計
委
員
は
評
議
員
会

　
で
選
任
す
る
。

第
五
條
　
本
会
は
左
の
事
業
を
行
う
。

　
一
、
雑
誌
「
法
学
研
究
」
の
発
行
。

　
二
、
研
究
会
、
講
淀
会
そ
の
他
評
議
員
会
で
本
会
の
目
的
を
達

　
　
す
る
た
め
必
要
と
認
め
た
事
業
。

第
六
條
　
会
員
は
評
議
員
会
で
定
め
た
会
費
を
納
め
る
。


